
 

日程 & 会場 
日時： 2017年５月 30日（火） 10:00 ～ 12:00 
会場： 大阪市中央区城見 1丁目 3番 7号 松下 IMP ビル（阿部国際総合法律事務所内）  
会費： 無料 
定員： 15名（定員となり次第、締め切らせていただきます）     ※会場キャパシティを考慮し、1社につき 2名様までとさせていただきます。 
 

■トピック 
  米国におけるバイオ医薬品特許の無効化手続および訴訟 

スピーカー：Dr. Chris Betti ／Ms. Amanda Williamson（Morgan Lewisパートナー） 

  質疑応答 
スピーカー：Dr. Chris Betti ／Ms. Amanda Williamson（Morgan Lewisパートナー） 

司会 阿部 隆徳（阿部国際総合法律事務所 所長弁護士 ニューヨーク州弁護士）  

※ なお、本セミナーは英語で行います。 

 
 
 
 

米国におけるバイオ医薬品特許の無効化手続および訴訟 
－最先端のバイオ訴訟を担当する弁護士から得るわが国への示唆－ 

阿部国際総合法律事務所 
A B E  &  P A R T N E R S 

大阪市中央区城見 1丁目 3番 7号 松下 IMPビル 
TEL:06-6949-1496 Email:abe@abe-law.com 
HP: http://www.abe-law.com/  

本セミナーは、米国におけるバイオ医薬品特許の無効手続および訴訟を俯瞰することで、わが国におけるバイオ医薬品特許のあり方
の示唆を得ることを目的といたします。米国のローファームであるMorgan Lewisにて第一線で活躍され、バイオ訴訟を専門とされて
いるDr. Chris BettiとMs. Amanda Williamsonをスピーカーとしてお招きいたします。特に、ヒュミラ、アバスチン等のブロックバスタ
ーバイオ医薬品特許に対する当事者系レビュー(IPR)や付与後レビュー(PGR)について、最先端のバイオ訴訟を担当している弁護
士の観点から解説して頂きます。さらに、生物製剤価格競争及び改革法(BPCIA)の一環として開始された「パテント・ダンス」につい
ても議論いたします。「パテント・ダンス」に関しては、現在アムジェン対サンドの事件が連邦最高裁にて審理中であり、米国では非常
に注目されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

阿部国際総合法律事務所と Morgan Lewis との共催セミナーのご案内 

セミナーへの登録方法 
セミナー参加のご登録は、以下必要事項を5月26日（金）までに、下記メールアドレスにお送りください。 
必要事項：会社名、部署・役職、お名前、住所、電話番号、メールアドレス 
Email: abe@abe-law.com                        セミナーに関するお問い合わせ：06-6949-1496（阿部 隆徳（アベ タカノリ）宛） 

※ 欠席される場合は、必ずその旨をEメール（abe@abe-law.com）又は電話（06-6949-1496）でお申し出をお願いいたします。なお、
代理の方の出席は可能です。ご不明な点はお問い合わせ下さい。 

 


